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   武蔵野市就学援助費支給要綱の一部を改正する要綱  

 

 武蔵野市就学援助費支給要綱（平成 17年４月１日施行）の一部を次のよう

に改正する。  

 次の表中、改正前の欄の下線が引かれた部分については、それぞれ対応す

る説明の欄に掲げる改正を行い、改正後の欄の下線が引かれた部分とする。  

 次の表中、改正前の欄又は改正後の欄にのみ下線が引かれた部分について

は、それぞれ対応する説明の欄に掲げる改正を行う。  

 

改正前  改正後  説明  

（受給資格者）  

第３条  （略）  

２  （略）  

３  前２項に掲げる者のほか、

市 の 区 域 内 に 住 所 を 有 し 、

夜 間 に 授 業 を 行 う 公 立 の 中

学 校 に 就 学 し て い る 生 徒 の

保 護 者 （ 当 該 生 徒 が 民 法 （

明 治 29年 法 律 第 89号 ） 第 ４

条 に 規 定 す る 成 年 で あ る 場

合又は同法第 753条の規定に

よ り 成 年 に 達 し た も の と み

な さ れ る 場 合 は 、 生 徒 本

人 ） で 、 第 １ 項 各 号 の い ず

れ か に 該 当 す る も の （ 同 項

た だ し 書 に 規 定 す る 者 を 除

く 。 ） は 、 受 給 資 格 者 と す

ることができる。  

 

（受給資格の認定）  

第８条  （略）  

２  （略）  

３  受給資格者は、別表に掲げ

る 通 学 費 の 支 給 を 受 け よ う

と す る と き は 、 認 定 申 請 に

加 え 、 武 蔵 野 市 就 学 援 助 通

（受給資格者）  

第３条  （略）  

２  （略）  

３  前２項に掲げる者のほか、

市 の 区 域 内 に 住 所 を 有 し 、

夜 間 に 授 業 を 行 う 公 立 の 中

学 校 に 就 学 し て い る 生 徒 の

保 護 者 （ 当 該 生 徒 が 民 法 （

明 治 29年 法 律 第 89号 ） 第 ４

条 に 規 定 す る 成 年 で あ る 場

合 は 、 生 徒 本 人 ） で 、 第 １

項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す

る も の （ 同 項 た だ し 書 に 規

定 す る 者 を 除 く 。 ） は 、 受

給 資 格 者 と す る こ と が で き

る。  

 

 

 

（受給資格の認定）  

第８条  （略）  

２  （略）  

３  受給資格者は、別表に掲げ

る 交 通 費 （ 通 学 費 及 び 通 級

費 ） の 支 給 を 受 け よ う と す

る と き は 、 認 定 申 請 に 加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の削除  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正  
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学 費 受 給 資 格 認 定 申 請 書 兼

証 明 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 委

員 会 に 提 出 し な け れ ば な ら

ない。  

 

 

別 表 （ 第 ３ 条 、 第 ７ 条 、 第 ８

条、第 12条―第 14条関係）  

対

象

費

目  

内容  

対象者  

区

分  

学

年  

学用品・通学用品費から卒

業記念品費まで  （略）  

通

学

費  

通学のために

利用する交通

機関の旅客運

賃として受給

資格者が負担

した金額のう

ち、委員会が

必要と認める

も の 。 た だ

し、通常学級

在籍の児童等

にあっては、

片道の通学距

離が、児童は

４キロメート

ル以上、生徒

は６キロメー

トル以上ある

こと。  

 

 

準  全

学

年  

 

え 、 武 蔵 野 市 就 学 援 助 交 通

費 受 給 資 格 認 定 申 請 書 兼 証

明 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 委 員

会 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い。  

 

別 表 （ 第 ３ 条 、 第 ７ 条 、 第 ８

条、第 12条―第 14条関係）  

対

象

費

目  

内容  

対象者  

区

分  

学

年  

学用品・通学用品費から卒

業記念品費まで  （略）  

交

通

費

（

通

学

費

及

び

通

級

費  

）  

通学のために

利用する交通

機関の旅客運

賃として受給

資格者が負担

した金額（学

校教育法施行

規則（昭和 22

年文部省令第

11 号 ） 第 140

条の規定によ

り、定期的に

通級指導学級

（武蔵野市立

学校特別支援

学級等に関す

る規則（平成

29年３月武蔵

野市教育委員

会 規 則 第 ２

号。以下「規  

準  全

学

年  

 

字句の改正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句の改正  

 

 

 

 

字句の追加  
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 則 」 と い

う。）第２条

第２号に規定

する通級指導

学 級 を い

う。）におい

て、特定の時

間のみ特別の

教育課程によ

る指導を受け

る児童並びに

特別支援学級

（規則第２条

第１号に規定

する特別支援

学 級 を い

う。）の児童

及び第１学年

の生徒につい

ては、当該児

童及び生徒の

付添人に係る

も の を 含

む 。 ） の う

ち、委員会が

必要と認める

も の 。 た だ

し、通常学級

在籍の児童等

にあっては、

片道の通学距

離が、児童は

４キロメート

ル以上、生徒  
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学校給食費からオンライン

学習支援費まで  （略）  

 注  （略）  

 

第 ２ 号 様 式  （ 別 添 １ の と お

り）  

 

 は６キロメー

トル以上ある

こと。  

  

学校給食費からオンライン

学習支援費まで  （略）  

 注  （略）  

 

第 ２ 号 様 式  （ 別 添 ２ の と お

り）  

 

 

 

 

 

 

 

 

様式の改正  

   付  則  

 この要綱は、令和７年 12月 23日から施行する。ただし、第８条第３項、別

表及び第２号様式の改正は、令和７年４月１日から適用する。  

 



第２号様式（第８条関係）                    （申請者→学校→教育委員会）  

 

武蔵野市就学援助通学費受給資格認定申請書

兼証明書 
  

武蔵野市教育委員会 殿 

 

通学費の支給を受けたいので、武蔵野市就学援助費支給要綱第８条第３項の規定により、次の

とおり申請します。 

 

 １ 申請者及び児童生徒についてご記入ください。 

記 入 日       年   月   日 

申 請 者 氏 名 

（ 保 護 者 ） 
                        

自 宅 住 所 武蔵野市 

在 学 校 

（ 在 籍 校 ） 

           小学校           

中学校 
学年・組 年   組 

児童・生徒氏名  

（通級の場合のみご記入ください。） 

通 級 学 級 名 
             小学校 

中学校 
学級 

入 級 年 月 日   年  月  日 通 級 回 数 １週間に     回  

 

 ２ 通学経路、通学方法等についてご記入ください。 

  往路・復路が同じ…片道のみ記入 

  往路・復路が異なる…往路・復路ともに記入 

通学経路 通学方法 通学費 
（小学校通級・中１固定級のみ） 

付添人がいる場合の費用 

自宅 ～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

教育委員会記入欄（記入不要） 片道       km 

 注１ 通常学級に在籍の場合は、片道の通学距離が小学校にあっては４㎞以上、中学校にあっ

ては６㎞以上あるときのみ対象です。 

  ２ 定期券利用の場合は、区間、有効期間及び購入金額の分かる資料を添付してください。 

                                            

【学校記入欄】       

                              年   月   日 

  上記のとおり相違ないことを証明します。    

                   

          学校   学校長             

申請番号  

     

別添１ 

５ 



第２号様式（第８条関係）                    （申請者→学校→教育委員会）  

 

武蔵野市就学援助交通費受給資格認定申請書

兼証明書 
  

武蔵野市教育委員会 殿 

 

交通費（通学費・通級費）の支給を受けたいので、武蔵野市就学援助費支給要綱第８条第３項

の規定により、次のとおり申請します。 

 

 １ 申請者及び児童生徒についてご記入ください。 

記 入 日       年   月   日 

申 請 者 氏 名 

（ 保 護 者 ） 
                        

自 宅 住 所 武蔵野市 

在 学 校 

（ 在 籍 校 ） 

           小学校           

中学校 
学年・組 年   組 

児童・生徒氏名  

（通級の場合のみご記入ください。） 

通 級 学 級 名 
             小学校 

中学校 
学級 

入 級 年 月 日   年  月  日 通 級 回 数 １週間に     回  

 

 ２ 通学経路、通学方法等についてご記入ください。 

  往路・復路が同じ…片道のみ記入 

  往路・復路が異なる…往路・復路ともに記入 

通学経路 通学方法 交通費 
（小学校のみ・中１固定級のみ） 

付添人がいる場合の費用 

自宅 ～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

～ 徒歩・バス・電車     円 ・ 定期券 付添人分     円 

教育委員会記入欄（記入不要） 片道       km 

 注１ 通常学級に在籍の場合は、片道の通学距離が小学校にあっては４㎞以上、中学校にあっ

ては６㎞以上あるときのみ対象です。 

  ２ 定期券利用の場合は、区間、有効期間及び購入金額の分かる資料を添付してください。 

                                            

【学校記入欄】       

                              年   月   日 

  上記のとおり相違ないことを証明します。    

                   

          学校   学校長             

申請番号  

     

別添２ 

６ 


